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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体平面に配置されたレチクル（１４５）の構造（１５０）の像をマスク検査顕微鏡の
視野平面に生成するためのマスク検査顕微鏡であって、
　投影光を放出する光源（５）と、
　少なくとも１つの照明ビーム経路（３，８７，８８）と、
　前記投影光の結果的強度分布を生成するために前記マスク検査顕微鏡の照明光学系の瞳
平面に配置された絞りと、
　を含み、
　前記絞りは、光透過基板と前記光透過基板の光不透過位置を被覆する光不透過層からな
り、
　前記絞りは、ラスタの配列を有し、
　前記ラスタの各々は、光透過領域内にある光不透過ピクセルを有するか、光不透過領域
内にある光透過ピクセルを有し、
　前記ラスタ間の距離及び前記ピクセルの前記ピクセルのサイズによって、絞りが、投影
光の結果的強度分布が最小及び最大強度値間に少なくとも１つの更に別の強度値を有する
ように構成され、
　前記ラスタ間の距離が、前記絞りで回折される前記投影光のゼロ次の回折次数のものだ
けが、前記少なくとも１つの更に別の強度値に寄与するような方法で具現化される、
　ことを特徴とするマスク検査顕微鏡。
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【請求項２】
　前記ピクセルは、正方形であることを特徴とする請求項１に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項３】
　前記光不透過層は、透過率を変更するための少なくとも１つの吸光剤層を有することを
特徴とする請求項１又は請求項２のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項４】
　前記光不透過層は、透過率を変更するための少なくとも１つの誘電体反射層を有するこ
とを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項５】
　少なくとも２つの絞りが、絞り板（４５，４５ａ，６５，６５ａ）上にその個々の該絞
りが該絞り板（４５，４５ａ，６５，６５ａ）の移動によって変更されるように配置され
ることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項６】
　前記絞り板（４５，４５ａ，６５，６５ａ）は、駆動体（５０，７０，５０ａ，７０ａ
）に接続されることを特徴とする請求項５に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項７】
　少なくとも１つの偏光子が、前記照明ビーム経路（３，８７，８８）に配置されること
を特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項８】
　前記偏光子の少なくとも１つ（１１０）が、前記投影光を直線偏光にすることを特徴と
する請求項１から請求項７のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項９】
　前記偏光子の少なくとも１つ（１２０）が、前記直線偏光投影光を、区画毎に偏光を回
転させてタンジェンシャル偏光にすることを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか
１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項１０】
　前記瞳平面の前記投影光の前記結果的強度分布は、複数の絞りによって影響が及ぼされ
ることを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項１１】
　少なくとも２つの絞りが、照明ビーム経路（３）内に配置されることを特徴とする請求
項１０に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項１２】
　少なくとも２つの絞りが、前記照明光学系の異なる瞳平面に配置されることを特徴とす
る請求項１１に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項１３】
　少なくとも２つの絞りが、前記瞳平面に併せて配置されることを特徴とする請求項１０
に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの照明ビーム経路（３）は、前記投影光を分割するために少なくと
も区画的に分割された少なくとも２つの分割照明ビーム経路（８７，８８）を含み、少な
くとも１つの絞りが、該分割照明ビーム経路（８７，８８）の各々に配置されることを特
徴とする請求項１０から請求項１３のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項１５】
　前記分割照明ビーム経路（８７，８８）は、前記物体平面の上流で再度組み合わされる
ことを特徴とする請求項１４に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項１６】
　前記投影光の望ましくない偏光の除去のための偏光変換器（３５，３５ａ）が、前記照
明ビーム経路に配置されることを特徴とする請求項１４又は請求項１５のいずれか１項に
記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項１７】
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　前記絞りの少なくとも２つが、前記瞳平面（１３５）の異なる位置で、前記結果的強度
分布に影響を及ぼすことを特徴とする請求項１４から請求項１６のいずれか１項に記載の
マスク検査顕微鏡。
【請求項１８】
　少なくとも１つの偏光子（１１０，１２０）が、前記照明ビーム経路の各々に配置され
ることを特徴とする請求項１４から請求項１７のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡
。
【請求項１９】
　減衰器（２５，２５ａ）が、前記分割照明ビーム経路（８７，８８）の少なくとも１つ
に配置されることを特徴とする請求項１４から請求項１８のいずれか１項に記載のマスク
検査顕微鏡。
【請求項２０】
　シャッター（１５）が、前記照明ビーム経路のうちの少なくとも１つに配置されること
を特徴とする請求項１４から請求項１９のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【請求項２１】
　少なくとも１つのズームレンズ（５５，７５，５５ａ，７５ａ）が、前記少なくとも１
つの照明ビーム経路に配置され、該少なくとも１つの照明ビーム経路（３，８７，８８）
の瞳平面が、該少なくとも１つのズームレンズによって該照明ビーム経路の少なくとも１
つの更に別の瞳平面上に可変サイズで結像されることを特徴とする請求項１０から請求項
２０のいずれか１項に記載のマスク検査顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許明細書は、投影光を放出する光源と、少なくとも１つの照明ビーム経路と、投影
光の結果的強度分布を物体平面に対して光学的に共役な照明ビーム経路の瞳平面に生成す
るためにマスク検査顕微鏡の瞳平面に配置された絞りとを含む物体平面に配置されたレチ
クルの構造の像をマスク検査顕微鏡の視野平面に生成するためのマスク検査顕微鏡に関す
る。
【０００２】
　更に、本特許明細書は、マスク検査顕微鏡の瞳平面内の使用のための絞り、及び適切な
絞りを生成する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　半導体構成要素を生成するためのリソグラフィでは、レチクル（同義的にマスクとも呼
ばれる）の構造が、感光層であるレジストで被覆されたウェーハ上に投影される。マスク
検査顕微鏡の場合には、レチクルの構造は、例えば、ＣＣＤチップ（電荷結合デバイス）
のような感光空間解像検出器上に投影される。この場合、潜在的に存在する構造欠陥をよ
り正確に識別するために、例えば、１５０倍だけ拡大される。ウェーハ上への投影中に構
造は縮小方式で結像され、現在の装置では、通常は、構造は４倍だけ縮小される。
【０００４】
　マスク検査中には、主にウェーハ露光中に同様に発生する欠陥が重要であり、レジスト
内に生成される空間像と検出器上に生成される空間像とは、異なる結像スケールは別とし
てできる限り同じでなければならない。同等の像生成を提供するために、マスク検査中に
、使用される波長、照明、及び物体側の開口数は、使用されるスキャナに適合される。
【０００５】
　マスク検査顕微鏡の更に別の形態は、レチクルを測定するように機能し、位置合せツー
ルとも呼ばれるものである。特殊マーカ（位置合せパターン）の位置又はレチクルの構造
の特徴部の位置、例えば、特定の縁部の位置が識別される。確立された従来の照明設定及
び軸外照明設定では、コントラストを最適化するための照明が使用される。従って、位置
合せ測定の精度は高い。
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【０００６】
　マスク検査顕微鏡は、透過又は反射で作動させることができる。レチクルの像は、マス
クを通じた投影光の透過、又はマスクの面における投影光の反射のいずれかの後にもたら
される。両方の可能性を組み合わせることができる。
【０００７】
　スキャナでは、ウェーハ露光に対して照明が、各場合に結像されるレチクルの構造に従
って最適化される。マスク検査顕微鏡の照明ビーム経路の瞳平面内の照明の強度分布を表
す異なる照明設定が使用される。異なるコヒーレンス度を有する従来照明設定、及び例え
ば環状照明及び二重極又は四重極照明のような軸外照明設定が通例のものである。軸外の
斜照明を生成するための照明設定によって焦点深度及び／又は解像力が高められる。リソ
グラフィでは、スキャナの結像機能から構成される絶えず高まる厳しい要件を満たすため
に、常により高度な照明設定が使用される。例えば、低シグマの環状とクエーサーとの組
合せ、９０°対称性を持たないクエーサー等である。「計算スケーリング」方式と呼ばれ
るスキャナの結像の解像度を高める方法の場合には、強度分布が最小値と最大値に沿って
細かく階調付けられる照明設定が計算される。
【０００８】
　スキャナでは、照明のコヒーレンス度がズームレンズを用いて設定される。環状照明は
、回転対称アキシコンを用いて得られ、例えば、四重極照明のような多重極照明は、例え
ば、ピラミッド形アキシコン又は対応する回折光学要素（ＤＯＥ）を用いて得ることがで
きる。アキシコンを変位させることにより、照明設定を広い範囲で変更することができる
。環状照明の場合には、この変位によって投影光の内側コヒーレンスが判断される。ズー
ムアキシコンの場合には、外側コヒーレンスが同時に定められる。独立して使用されるか
、又はアキシコン及び／又はズームレンズと併用される特殊な回折光学要素（ＤＯＥ）を
用いて、いずれの更に別の照明設定も生成することができる。
【０００９】
　マスク検査顕微鏡の場合には、スキャナの場合よりも小さい像視野を有する光学ユニッ
トが使用される。マスク検査顕微鏡の場合には照明強度から構成される要件は低いので、
照明設定は、単純な絞りを用いて得られる。この場合、１つの絞りが各照明設定において
必要とされる。これらの絞りは、光透過領域及び光不透過領域を用いて、マスク検査顕微
鏡の瞳平面内の照明の強度分布を判断する。例えば、ＤＵＶ範囲の波長を有する（波長が
、例えば、２４８ｎｍ又は１９３ｎｍである）投影光による照明の場合には、絞りは、ガ
ラス上のクロムで生成される。これらの絞りは、光透過位置において対応する開口部を有
する金属薄板又は他の適切な材料から製造することができる。絞りによって生成される強
度分布のマグニチュードは、ズームレンズとの組合せによって変更される。
【００１０】
　これらの絞りは、瞳平面内の強度分布がいわゆる「トップハット」分布を有する照明設
定のみを可能にする。言い換えれば、強度分布は、最大強度を有する領域と最小強度を有
する領域のみを有する。低輝度領域と高輝度領域の間の勾配は非常に急である。
【００１１】
　スキャナの場合には、連続的な強度分布を有する照明設定が使用される。言い換えれば
、最大強度と最小強度の間に更に別の階調が発生する。高強度の領域と低強度の領域の間
の遷移は、浅い勾配を有する場合がある。例示的に、アキシコンを用いて得ることができ
る環状照明の場合には、勾配は、以前の絞りによって生成された環状照明の場合よりも小
さい。これらの小さい勾配は、これまでマスク検査で公知の上述の絞りを用いては達成す
ることができなかった。「計算スケーリング」を用いて計算された細かく階調付けられた
強度値を有する上述の照明設定は、これまでは達成することができなかった。
【００１２】
　これは、照明設定をスキャナに適応させるために多くの異なる照明設定をマスク検査顕
微鏡に対して可能にすべきであることを意味する。スキャナのための新しい照明設定が見
つかるや否や、これらの照明設定は、同様にマスク検査顕微鏡に対しても可能にされるべ
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きである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、本発明の目的は、照明設定をスキャナの照明設定に、より一層正確には、簡単
で費用効率の良い方式で適応させることを可能にするマスク検査顕微鏡を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明により、この目的は、投影光の結果的強度分布が、最小強度値と最大強度値の間
に少なくとも１つの更に別の強度値を有するような方法で具現化された絞りを含むマスク
検査顕微鏡によって達成される。
【００１５】
　それによって結果的強度分布の高輝度領域と低輝度領域の間のより細かい階調が可能に
なるので、これまで可能であったものよりも正確にスキャナの照明設定を模擬することが
できる。
【００１６】
　例えば、物体平面に対して光学的に共役な瞳平面の投影光の結果的強度分布は、例えば
、照明ビーム経路のコンデンサー内に位置する実瞳平面の強度分布とすることができる。
強度分布が物体平面内でのみ得られる場合には、仮想瞳平面の強度分布を考えなければな
らない。物体平面に対して光学的に共役な実瞳平面又は仮想瞳平面の投影光の結果的強度
分布を以下では短く「結果的強度分布」とも呼ぶ。
【００１７】
　使用される投影光は、いずれかの形態の電磁放射線、従って、例えば、３６５ｎｍ、２
４８ｎｍ、１９３ｎｍの波長を有するＤＵＶ範囲のエキシマレーザからのレーザ放射線又
は１３．５ｎｍの波長を有するＥＵＶ放射線とすることができる。従って、絞りは、使用
される波長において必要とされる強度の放射線に耐えるように構成すべきである。
【００１８】
　空間像を記録するための検出器は、例えば、物体平面内のレチクルが最終的に結像され
るマスク検査顕微鏡の視野平面に配置することができる。この場合、データは、更に設け
られるデータ処理システムによって更に処理することができる。
【００１９】
　レチクル上に存在する構造が結像される。単純なマスクの場合には、この構造は、ガラ
ス上に置かれたクロム層によって定めることができる。例えば、交替位相シフトマスク又
は減衰位相シフトマスクのような異なる種類の位相シフトマスクの場合にも、レチクル上
に存在する構造が同様に結像される。
【００２０】
　本発明の更に別の構成では、絞りは、光透過ピクセル及び光不透過ピクセルから構成さ
れる少なくとも１つの領域を有し、上述の少なくとも１つの更に別の強度値が、この少な
くとも１つの領域によって形成されるようにする。
【００２１】
　この対処法は、そのような絞りは製造することが簡単であるという利点を有する。この
利点は、この場合、絞りのいかなる透過率階調も必要ではないことに起因する。最大光透
過区画と最大光不透過区画を形成するだけでよく、これらの区画をピクセルと呼ぶ。これ
は、光透過基板から始めて、それを光不透過位置において光不透過層で被覆することで行
うことができる。光透過基板は、最初に光不透過層で完全に被覆することができる。この
場合、光透過ピクセルは、光不透過層を除去することによって形成することができる。例
示的に、板は、石英ガラスから形成することができ、その面はクロムで完全に被覆される
。クロムは、光透過位置において除去される。上記に関する方法は、リソグラフィにおけ
るマスク製造から公知である。更に別の可能性は、空間光変調器を使用することである。
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空間光変調器は、ピクセルとして具現化される個別の領域に再分割され、これらの領域を
データ処理システムを用いて光透過状態又は高不透過状態又は反射状態又は非反射状態に
切り換えることができる。この場合、照明設定を迅速で簡単な方式で変更することができ
る。絞りを反射に使用することができる。この場合、これらの絞りは、光透過ピクセル及
び光不透過ピクセルの代わりに光反射ピクセル及び光吸収ピクセルを有する。そのような
絞りは、例えば、ＥＵＶ範囲の投影光の場合に使用することができる。
【００２２】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの領域は、上部に光不透過ピクセルが配置
された光透過領域として具現化される。
【００２３】
　この対処法は、例えば、ピクセル化された領域の全空き面積が、領域の全面積の特定の
割合よりも小さい場合に使用される。正方形ピクセルの場合には、この割合は５０％であ
る。
【００２４】
　この対処法は、絞りの製造中の製造公差が低い重要度のものであるという利点を有する
。ピクセル区域にわたる縁部長さの比率が小さい程、製造公差は重要度が低いので、ピク
セルの縁部の長さ、すなわち、光透過領域と光不透過領域の間の境界は最小にされる。
【００２５】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの領域は、上部に光透過ピクセルが配置さ
れた光不透過領域として具現化される。
【００２６】
　この対処法は、例えば、ピクセル化された領域の全空き面積が、領域の全面積の特定の
割合よりも大きい場合に使用される。正方形ピクセルの場合には、この割合は５０％であ
る。
【００２７】
　この対処法は、絞りの製造中の製造公差が低い重要度のものであるという上述の対処法
と同じ利点を有する。
【００２８】
　本発明の更に別の構成では、ピクセル間の距離は、絞りで回折される投影光のうちのゼ
ロ次の回折次数のものだけが、少なくとも１つの更に別の強度値に寄与するような方法で
具現化される。
【００２９】
　この対処法は、ピクセルが、結果的瞳平面内で結像されないという利点を有する。それ
によって結果的強度分布の均一性が保証される。
【００３０】
　高い回折次数の投影光が照明ビーム経路を離れるように、高い回折次数の投影光の回折
角を非常に大きく、すなわち、ピクセル間の距離を非常に小さく選ばなければならない。
高い回折次数の投影光は、回折角が、絞りの位置での照明ビーム経路の開口数（ＮＡ）の
２倍よりも大きい場合に照明ビーム経路を離れる。代替的に、これらの投影光は、照明ビ
ーム経路に配置された視野遮光器によって除外される。
【００３１】
　絞りの位置でのＮＡは、以下の通りに推定することができる。光源から（ホモジナイザ
ーが使用される場合には、その下流から）マスクへのマスク検査顕微鏡のエタンデュが一
定であると仮定する。次式が成り立つ。
エタンデュ＝ＮＡ*ビーム直径
【００３２】
　マスク上のビーム直径をｄmで表し、絞りの位置でのビーム直径をｄBで表し、マスクの
位置での開口数をＮＡMで表す。この場合、絞りの位置での開口数ＮＡBに対して次式が成
り立つ。
ＮＡB＝ＮＡM

*ｄm／ｄB
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【００３３】
　ビーム経路から投影光の全ての回折部分を除去するために、ピクセル間の距離は、回折
角αが、絞りの位置でのＮＡBの２倍よりも大きくなるように又はそれに等しくなるよう
に選ばなければならない。すなわち、次式が成り立つ。
ｓｉｎα＝λ／ρ≧（２ＮＡB）
ｐ≦λ／（２ＮＡB）
【００３４】
　本発明の更に別の構成では、マスク検査顕微鏡は、絞りで回折される高い回折次数の投
影光を遮光する視野遮光器を含む。
【００３５】
　この対処法は、結果的強度分布の均一性に影響を及ぼすことなく、視野遮光器上で小さ
い回折角、従って、大きいピクセル間距離が可能になるという利点を有する。
【００３６】
　本発明の更に別の構成では、絞り上のピクセルの解像度は、最小構造特徴部当たり少な
くとも２ピクセルである。
【００３７】
　最小構造特徴部は、例えば、最小直径を有する二重極の極、又は環状照明の場合は最小
リング幅のような絞り上に表される最小寸法を意味すると理解すべきである。強度勾配の
場合には、最高強度から最低強度への最大勾配の遷移を最小構造特徴部として特徴付ける
ことができる。
【００３８】
　絞り上のピクセルの解像度は、結果的強度分布の望ましい最小解像度よりも、例えば、
２倍から２０倍だけ大きい。
【００３９】
　本発明の一構成では、ピクセルは確率的な方式で配置され、これは、その結果としてい
かなるラスタも結果的瞳平面に結像されないからである。
【００４０】
　この対処法は、例えば、ピクセル間の距離が、少なくとも部分的に、回折された投影光
のうちのゼロ次及び少なくとも１つの更に別の回折次数のものが上述の少なくとも１つの
更に別の強度値に寄与するような方法で具現化される場合に有利である。ピクセル間の距
離が上述の制限値を超えた場合には、少なくとも２つの回折次数のもの干渉の結果として
、結果的瞳平面にピクセルが結像される。そのような絞りの場合には、十分なマグニチュ
ードを有する解像度、すなわち、構造ユニット当たりのピクセル数又は面積当たりのピク
セルを選択することが有利である。
【００４１】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの更に別の強度値は、ピクセルのサイズに
よって変化する。
【００４２】
　この対処法は、例えば、少なくとも１つの強度値に対してゼロ次の回折次数の投影光の
みが使用される対処法と併用される。この場合、強度値は、ピクセル間の定められた距離
により、すなわち、固定的に所定の回折角によって変更することができる。
【００４３】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの更に別の強度値は、ピクセル間の距離に
よって変化する。
【００４４】
　この対処法は、例えば、ピクセルの確率的配列と併用される。
【００４５】
　絞り上のピクセルのサイズ及びピクセル間の距離の変更を必要に応じて組み合わせるこ
とができる。
【００４６】
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　本発明の更に別の構成では、ピクセルは、絞り上に確率的に配置される。
【００４７】
　結果的瞳平面内での結像を可能にするピクセル間距離が選択された場合には、確率的分
散は、ラスタが結果的強度分布に結像されるのを阻止する。
【００４８】
　本発明の更に別の構成では、ピクセルは、正方形方式に具現化される。
【００４９】
　この対処法は、区域的に途切れのないピクセル配列が可能になるという利点を有する。
【００５０】
　ピクセルは、例えば、正方形ラスタで配置することができる。
【００５１】
　本発明の更に別の構成では、絞りは、少なくとも１つの更に別の強度値が形成されるよ
うに投影光に対して位置依存方式で変化する透過率を有する。
【００５２】
　絞りの透過率を細かく階調付けることができ、絞りの区域にわたって可能な透過率変化
の空間的解像度が高いので、この対処法は、高い解像度の結果的強度分布が可能になると
いう利点を有する。特に、異なる強度値の間の遷移を連続的な方式で形成することができ
る。
【００５３】
　本発明の更に別の構成では、絞りは、透過率を変更するために少なくとも１つの吸光剤
層を有する。
【００５４】
　この対処法の場合には、絞りは、投影光を少なくとも部分的に吸収又は散乱する可変厚
の材料で被覆される。
【００５５】
　本発明の更に別の構成では、絞りは、透過率を変更するために少なくとも１つの誘電体
反射層を有する。
【００５６】
　一構成では、２つの誘電体反射層が、少なくとも１つの層対で配置される。層対の各々
は、高屈折率を有する材料に続く低屈折率を有する材料から構成される層から構成される
。誘電体反射層は、投影光に対して可能な最も高い透過率を有する担体板上に付加するこ
とができる。波長λ＝１９３ｎｍを有する投影光の場合には、この担体板は、例えば、石
英ガラスである。
【００５７】
　この場合、一変形では、透過率は、層対の数によって変更される。層対の数が大きい程
、透過率が低くなる。この場合、層の厚みは、例えば、投影光の波長の４分の１である。
【００５８】
　更に別の変形では、透過率を変更するために層対の層厚が変更される。層厚が投影光の
波長の４分の１から外れる程度が大きい程、透過率は大きくなる。層対の数と層厚とを併
せて変更することができる。
【００５９】
　誘電体反射層の厚みは、投影光の波長に適合される。層の数が大きい程、これらの層に
おいてより多くの光が反射され、透過率はより低い。本発明の一構成では、層は対で配置
される。層対は、各場合に１つの低屈折率誘電体層と１つの高屈折率誘電体層とから形成
することができる。
【００６０】
　この対処法は、投影光のいかなるエネルギも絞り内に吸収されないという利点を有する
。このエネルギは、絞りの加熱又は破壊を招く場合があるから、これらの絞りでは、高強
度の投影光に耐える絞りをより簡単に達成することができる。
【００６１】
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　本発明の更に別の構成では、第１の絞り又は更に別の絞りとして使用される少なくとも
２つの絞りが、絞り板上にその個々の絞りが絞り板の移動によって変更されるように配置
される。
【００６２】
　絞り板は、絞り板を変位させることによって望ましい絞りを照明ビーム経路に導入する
ことができるようにマウントを用いて照明ビーム経路内の望ましい位置に配置することが
できる。この変位は、例えば、圧電要素又は電気モータのような駆動体を用いて行うこと
ができる。簡単に絞り板を交換することによって多数の更に別の絞りを利用することがで
きるように、異なる絞り板を設けることができる。
【００６３】
　絞り板のマウントは、交換が簡単な方式で可能であるが、マウントに対する絞り板の位
置が高精度で定められるように構成される。繰返し着脱の場合には、照明ビーム経路内の
位置決めの再現性は、非常に高くなくてはならない。
【００６４】
　絞り板は、特殊マウントを用いて照明ビーム経路に導入されるマスクの形態を有するこ
とができる。この絞り板は、マスク製造における従来の方法を用いてそのような絞りを生
成することができるという利点を有する。
【００６５】
　１つ及び／又は複数の照明ビーム経路に同時に配置される複数の絞り板の使用では、異
なる絞り板のそれぞれの絞りを組み合わせることにより、組合せの可能性の数は一層高い
。
【００６６】
　この対処法は、迅速で簡単な方式で交換することができる多数の異なる絞りが簡単な方
式で利用可能であるという利点を有する。
【００６７】
　本発明の更に別の構成では、絞り板上の絞りの位置に関する情報を有するデータ記録が
、各絞り板に関して存在する。
【００６８】
　この対処法は、例えば、ユーザの選択に従った又はデータ処理システムのアルゴリズム
を用いた絞り板の絞りの自動位置決め及び特定の性質を有する絞りの選択を可能にする。
【００６９】
　絞りの位置は、例えば、絞り板上の基準点を起点とする絞りの中点の座標として指定さ
れる。
【００７０】
　本発明の更に別の構成では、絞りの性質に関する情報を有するデータ記録が、各絞り板
に関して存在する。
【００７１】
　例として、外側及び内側コヒーレンス度、開口角、又は極の位置及び直径が、絞りの性
質として指定される。絞りの完全な形状又はグラフィック表現を指定することができる。
【００７２】
　本発明の更に別の構成では、機械可読マーク、例えば、バーコード又は文字認識（光学
文字認識、ＯＣＲ）によって機械可読の銘刻が、絞り板上に取り付けられる。このマーク
は、例えば、ベルトランレンズがマスク検査顕微鏡のビーム経路上に導入されている場合
に空間像を記録するための検出器上への絞りの対応する領域の結像により、又はバーコー
ドリーダを用いて読み取ることができる。
【００７３】
　このマークを用いて、絞りを関係するデータ記録に簡単な方式で割り当てることができ
る。
【００７４】
　本発明の更に別の構成では、所定の絞り板に関して照明設定候補を判断するデータ処理
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システムが設けられる。
【００７５】
　存在する絞りを組み合わせることにより、多くの照明設定が可能である。これ程多数の
組合せの可能性が与えられると、今度はユーザに対して各場合に適切なものを選択するこ
とが困難である。絞りの性質に関するデータ、及び対応する組合せの可能性を用いて得ら
れることになる照明設定に関するデータが、データ処理システムに記憶される場合には、
全ての組合せの可能性を判断することができる。次に、ユーザは、識別された可能性から
望ましい照明設定を選択することができる。
【００７６】
　データ処理システムは、絞りの直列配列又は並列配列に関連する絞りの異なる組合せの
可能性、又はズームレンズを用いた個別の瞳平面の強度分布の拡大又は縮小の可能性を考
慮することができる。
【００７７】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの照明ビーム経路に少なくとも１つの偏光
子が配置される。
【００７８】
　この場合、偏光子は、いずれかの種類の偏光影響光学要素を意味すると理解すべきであ
る。
【００７９】
　この対処法は、マスク検査中に投影光をスキャナの条件により一層厳密に適応させるこ
とができるという利点を有する。偏光照明は、特に、高開口スキャナの場合に有利である
。例として、直線、ラジアル、又はタンジェンシャルの偏光光をここでは使用することが
できる。
【００８０】
　本発明の更に別の構成では、偏光子の少なくとも１つは、投影光を直線偏光する。
【００８１】
　直線偏光は、装置に関して簡単な方式で、例えば、偏光ビームスプリッタを用いて得る
ことができる。例えば、二重極又はダイサーの形態にある照明設定では、直線偏光は、望
ましいタンジェンシャル照明に近い。
【００８２】
　本発明の更に別の構成では、偏光子の少なくとも１つは、投影光を少なくとも区画的に
照明ビーム経路の光軸に関してタンジェンシャルに偏光する。
【００８３】
　既に上述のように、マスク検査中に多くの場合に行われる１つの作業は、スキャナの投
影光のタンジェンシャル偏光を模擬することである。大きい開口角を有する環状照明設定
又はクエーサーの場合、又は四重極又はクエーサーの場合には、直線偏光光の使用は十分
ではない。この場合、タンジェンシャル偏光投影光を供給することができる。タンジェン
シャル偏光は、例えば、偏光変換器とも呼ぶ更に別の偏光子を用いて直線偏光光の方向を
区画的に回転させることによって行うことができる。この場合例として、４個、８個、又
は１２個の区画への再分割を行うことができる。スキャナの場合に通常であるように、連
続的なタンジェンシャル偏光を与えることもできる。
【００８４】
　本発明の更に別の構成では、物体平面に対して光学的に共役な瞳平面の投影光の結果的
強度分布に対して、複数の絞りによって影響が及ぼされる。
【００８５】
　絞りの配列は可変である。例えば、少なくとも１つの照明ビーム経路に直列に沿わせる
ことが可能である。絞りは、照明ビーム経路内で、例えば、互いに前後して配置するか又
は互いからある距離の位置に配置することができる。
【００８６】
　複数の照明ビーム経路の場合には、例えば、並列に配置された異なる照明ビーム経路に
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異なる絞りを配置することができる。この場合、照明に関連する強度分布は、物体平面に
対して光学的に共役な瞳平面であり、並列の瞳平面の強度分布の重ね合わせからもたらさ
れる。
【００８７】
　照明ビーム経路に沿った絞りの直列配列と並列観察ビーム経路におけるものとは、必要
に応じて組み合わせることができる。
【００８８】
　物体平面に対して光学的に共役な瞳平面の複数の異なる絞りを用いた強度分布の生成は
、一方では、１つの絞りの範囲では可能とはならない照明設定を例えば異なる投影光強度
分布を有する瞳平面の重ね合わせの結果として得ることを可能にする。他方では、個々の
絞りの組を設けて複数の絞りを同時に使用することにより、多数の組合せの可能性がもた
らされ、その結果、異なる照明設定候補の数は、存在する絞りの数よりも大きくなる。
【００８９】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも２つの絞りが、照明ビーム経路に沿って配置さ
れる。
【００９０】
　絞りの直列配列の場合には、投影光は、少なくとも部分的に異なる絞り上に順次入射す
る。この場合、各絞りは、物体平面に対して光学的に共役な瞳平面の少なくとも一部は異
なる位置での強度分布を低減するのに寄与することができる。
【００９１】
　この対処法は、１つの照明ビーム経路のみを有する単純な構成のマスク検査顕微鏡の場
合でさえも、多数の照明設定を簡単な方式で可能にすることができるという利点を有する
。
【００９２】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも２つの絞りが、異なる瞳平面に配置される。
【００９３】
　この構成の場合には、１つの瞳平面の強度分布が、少なくとも１つの他の瞳平面上に結
像される。ここでもまた、絞りがこの少なくとも１つの他の瞳平面に置かれた場合には、
この絞りによって強度分布に更に別の影響が及ぼされる。特に結像中の強度分布のマグニ
チュードをズーム光学ユニットを用いて変更することにより、照明設定の数を更に増大さ
せることができる。
【００９４】
　この対処法は、全ての絞りを瞳平面に正確に置くことができ、従って、互いの上に鮮明
に結像することができるという利点を有する。
【００９５】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも２つの絞りが、瞳平面のうちの１つに併せて配
置される。
【００９６】
　瞳平面に併せて配置された絞りは、共通の絞りのように良好な近似で機能する。
【００９７】
　鮮明な結像が望ましい場合には、２つの絞りを両方がそれぞれの瞳平面の焦点深度の領
域内に位置するように、観察ビーム経路に沿って互いに非常に近くに配置することができ
る。一般的な距離は２ｍｍであり、恐らくはそれよりも一層短い。
【００９８】
　この対処法は、照明ビーム経路は、短くすることができ、従って、空間を節約する方式
で構成することができる。
【００９９】
　本発明の更に別の構成では、絞りのうちの少なくとも１つの第１の組が、投影光の半径
依存強度分布が判断するように構成され、絞りのうちの少なくとも１つの第２の組が、投
影光の角度依存強度分布が判断するように構成される。
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【０１００】
　一般的に、半径依存絞りは、リソグラフィにおいて多くの場合に遭遇する環状照明を定
めるパラメータである照明光の外側及び内側コヒーレンスを定める。角度依存絞りを使用
すると、例えば、ダイサー又はクエーサーのような多重極照明の場合の例えば極の数及び
範囲が定められる。限定的な場合は、ゼロの内側コヒーレンス、すなわち、円盤形、すな
わち、円形の強度分布を有する従来の照明である。
【０１０１】
　この対処法は、リソグラフィにおいて一般的な照明設定への適合が簡易化されるという
利点を有する。
【０１０２】
　本発明の更に別の構成は、特に上述の本発明の構成に従った絞り板を用いた組合せであ
り、絞りの組の各々が絞り板上に配置される。この場合、絞りの望ましい組合せが容易に
利用可能である。
【０１０３】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの照明ビーム経路は、投影光を分割するた
めに少なくとも区画的に少なくとも２つの照明ビーム経路に分割され、少なくとも１つの
絞りが、照明ビーム経路の各々に配置される。
【０１０４】
　投影光は、単純なビームスプリッタを用いて分割することができる。偏光非依存ビーム
スプリッタを使用することができる。装置の費用と得られる利点の間の妥協点は、２つの
照明ビーム経路を設けることである。
【０１０５】
　この場合、絞りは、照明ビーム経路の各々に配置された少なくとも１つの絞りの各々が
、物体平面に対して光学的に共役な瞳平面の異なる位置において強度分布を増大させるの
に寄与することができるように並列に配置される。同じ透過率を有する領域を有する絞り
の場合には、強度のマグニチュードを強度の重ね合わせによって変更することができる。
【０１０６】
　すなわち、個々の絞りを用いて、製造中の合理的な費用を伴って、強度分布において殆
ど唐突な変化を有するいわゆる「トップハット」に限った分布を得ることができる。若干
異なるマグニチュードを有する２つ又はそれよりも多くの強度分布の重ね合わせにより、
瞳平面の結果的強度分布におけるより緩やかな遷移を得ることができる。
【０１０７】
　本発明の更に別の構成では、照明ビーム経路は、物体平面の上流で再度組み合わされる
。
【０１０８】
　この組合せは、偏光非依存ビームスプリッタを用いて行うことができる。これはまた、
投影光の特定の偏光が照明ビーム経路内で得られた構成と組み合わせることができる。
【０１０９】
　偏光ビームスプリッタ、例えば、Ｘ、Ｙ方向に直線偏光を行うビームスプリッタは、偏
光光を分割すること及び組み合わせることの両方の目的に使用することができる。この場
合、個別の照明ビーム経路内で得られる偏光は、照明設定に対してターゲット方式で利用
することができる。照明ビーム経路が組み合わされると、個別の照明ビーム経路のそれぞ
れの投影光は、ターゲット方式に使用される偏光ビームスプリッタを用いて最大に利用す
ることができる。
【０１１０】
　偏光子は、照明ビーム経路のうちの１つ又は各々において、又は照明ビーム経路の組合
せの下流に配置することができる。
【０１１１】
　この対処法は、瞳平面内の投影光の強度分布を更に別の照明ビーム経路の瞳平面の個別
の強度分布の重ね合わせによってターゲット方式で変更することができるという利点を有
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する。
【０１１２】
　本発明の更に別の構成では、投影光の望ましくない偏光の除去のための偏光変換器が、
照明ビーム経路のうちの少なくとも１つに配置される。
【０１１３】
　ビームスプリッタによる投影光の分割及び組合せは、投影光の望ましくない偏光の発生
をもたらす恐れもある。偏光変換器の配列により、望ましくない偏光が除去されるように
、これらの偏光を互いに対して回転させることができる。この場合、本発明の一構成では
、λ／２板が使用される。
【０１１４】
　本発明の更に別の構成では、絞りのうちの少なくとも２つは、瞳平面の強度分布に異な
る位置で影響を及ぼす。
【０１１５】
　この対処法は、絞りの組合せによって更に別の照明設定を得る更に別の可能性をもたら
す。従って、一例として、瞳平面内で９０°だけ回転された２つの二重極は、四重極強度
分布をもたらすことができる。
【０１１６】
　本発明の更に別の構成では、照明ビーム経路の各々に少なくとも１つの偏光子が配置さ
れる。
【０１１７】
　この対処法は、偏光投影光を組み合わせるか又は重ねる可能性をもたらす。それによっ
て偏光子の上述の構成を照明ビーム経路の各々に配置することができる。従って、瞳平面
の異なる領域内に異なる偏光方向を有する投影光を供給する可能性がある。例えば、観察
ビーム経路の各々の内で９０°だけ回転された２つの二重極が存在した場合に、観察ビー
ム経路の各々に直線偏光光を生成するための偏光子の対応する配列が与えられると、良好
な近似でタンジェンシャル偏光を有する四重極強度分布を結果として得ることができる。
【０１１８】
　本発明の更に別の構成では、投影光は、照明ビーム経路の間で、各場合に同じ部分的範
囲で分割される。
【０１１９】
　この分割は、単純なビームスプリッタによって行われる。２つの照明ビーム経路が与え
られる場合には、光は、両方の照明ビーム経路の間で均一に配分される。
【０１２０】
　本発明の更に別の構成では、照明ビーム経路のうちの少なくとも１つに減衰器が配置さ
れる。
【０１２１】
　それによって強度分布を更に変更することができる。この場合、物体平面に対して光学
的に共役な瞳平面の投影光の結果的強度分布のうちで個別の照明ビーム経路の強度分布か
ら作られる割合を異なって重み付けすることができる。２つの照明ビーム経路の場合には
、これらの経路の各々に減衰器を配置することができる。
【０１２２】
　移動方向に沿って増大するそれぞれの投影光に対する透過能を有する板が減衰器として
使用される。従って、減衰器が照明ビーム経路に導入される程度が大きい程、放射線は、
大きい程度で減衰される。
【０１２３】
　本発明の更に別の構成では、照明ビーム経路のうちの少なくとも１つにシャッターが配
置される。
【０１２４】
　この配列は、それぞれのシャッターを閉じることにより、特定の照明設定に必要とされ
ない照明ビーム経路からの寄与を排除することを可能にする。
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【０１２５】
　一般的に、照明ビーム経路に導入される絞りは中心に置かれるべきであり、すなわち、
光軸に関して向きが定められるべきである。この場合、例えば、絞りによって生成される
瞳平面の強度分布は、ベルトランレンズによってマスク検査顕微鏡の検出器上に結像され
る。次に、この像が望ましい位置を有するまで絞りが調節される。この場合、絞りの各々
を簡単な方式で個々に中心に置くことができる。照明ビーム経路の各々にシャッターが存
在する場合には、中心に置くべきそれぞれの絞りを含む照明ビーム経路を開けることがで
き、残りの照明ビーム経路のシャッターを閉じることができる。
【０１２６】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの照明ビーム経路に少なくとも１つのズー
ムレンズが配置され、少なくとも１つの照明ビーム経路の瞳平面は、少なくとも１つのズ
ームレンズによって照明ビーム経路の少なくとも１つの更に別の瞳平面上に可変サイズで
結像される。
【０１２７】
　この対処法は、照明設定をより一層細かく変更することを可能にする。この場合、１つ
の絞りによって１つの瞳平面に可変のマグニチュードを有して生成された強度分布を別の
絞りによって別の瞳平面に生成された強度分布と組み合わせることができる。
【０１２８】
　この組合せは、絞りの順次配列と並列配列の両方の場合には有利である。
【０１２９】
　絞りの直列配列の場合には、外側及び内側コヒーレンスに対する値を例えば環状絞りを
用いて変更することができる。
【０１３０】
　例えば、直列に配置された２つの同じ絞りが与えられた場合には、サイズが若干異なる
瞳の２つの像の重ね合わせにより、結果的強度分布のプロフィールの緩やかな勾配を得る
ことができる。
【０１３１】
　更に、本特許明細書は、投影光を放出する光源と、物体平面に配置されたレチクルの構
造の像をマスク検査顕微鏡の視野平面に生成するための少なくとも１つの照明ビーム経路
とを含み、物体平面に対して光学的に共役な照明ビーム経路（３，８７，８８）の瞳平面
（１３５）内に投影光の結果的強度分布を生成することができるような方法で具現化され
、投影光の結果的強度分布が最小強度値と最大強度値の間に少なくとも１つの更に別の強
度値を有するような方法で具現化されるマスク検査顕微鏡の瞳平面内の使用のための絞り
に関する。
【０１３２】
　本発明の更に別の構成では、絞りは、光透過ピクセルと光不透過ピクセルから構成され
る少なくとも１つの領域を有し、少なくとも１つの更に別の強度値が、この少なくとも１
つの領域によって形成されるようにする。
【０１３３】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの領域は、上部に光不透過ピクセルが配置
された光透過領域として具現化される。
【０１３４】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの領域は、上部に光透過ピクセルが配置さ
れた光不透過領域として具現化される。
【０１３５】
　本発明の更に別の構成では、ピクセル間の距離は、絞りで回折される投影光のうちのゼ
ロ次の回折次数のものだけが、少なくとも１つの更に別の強度値に寄与するような方法で
具現化される。
【０１３６】
　本発明の更に別の構成では、絞り上のピクセルの解像度は、最小構造特徴部当たり少な
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くとも２ピクセルである。
【０１３７】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの更に別の強度値は、ピクセルのサイズに
よって変化する。
【０１３８】
　本発明の更に別の構成では、少なくとも１つの更に別の強度値は、ピクセル間の距離に
よって変化する。
【０１３９】
　本発明の更に別の構成では、ピクセルは、絞り上に確率的に配置される。
【０１４０】
　本発明の更に別の構成では、ピクセルは、正方形方式に具現化される。
【０１４１】
　本発明の更に別の構成では、絞りは、少なくとも１つの更に別の強度値が形成されるよ
うに投影光に対して位置依存方式で変化する透過率を有する。
【０１４２】
　本発明の更に別の構成では、絞りは、透過率を変更するために、少なくとも１つの吸光
剤層を有する。
【０１４３】
　本発明の更に別の構成では、絞りは、透過率を変更するために少なくとも１つの誘電体
反射層を有する。
【０１４４】
　更に、本特許明細書は、生成される絞りによって得るべき投影光の結果的強度分布の強
度値を事前判断する段階と、強度値を絞り上に配置される光透過ピクセル及び光不透過ピ
クセルの位置、形状、及びサイズに変換する段階と、絞りを生成する段階とを含むマスク
検査顕微鏡に使用するための絞りを生成する方法に関する。
【０１４５】
　結果的強度分布を変換するために、本発明の一構成では、最初にピクセルの形状及び配
列、並びにピクセル間の距離が選択される。次に、これらのパラメータのうちのどれをど
の範囲で変更するかに関して判断が行われる。ピクセルの配列は、例えば、確率的なもの
とすることができ、ラスタにおけるとすることができ、ラスタは、正方形又は六角形とす
ることができる。
【０１４６】
　マスク検査顕微鏡に使用するための絞りを生成する方法の更に別の構成では、強度値と
ピクセルの位置及びサイズの間の関係は、較正によって判断される。
【０１４７】
　ピクセルサイズ、距離と強度の間の関係は、各システムにおける較正によって判断され
る。この目的のために、較正絞りが生成される。較正絞りは異なる領域を有する。所定の
配列に対してピクセル間の距離とピクセルのサイズというパラメータの定められた組合せ
を有するピクセルが各領域内に形成される。これらのパラメータは可能な最大範囲にわた
って変更される。個別の領域の結果的強度値は、マスク検査顕微鏡を用いて判断される。
【０１４８】
　この対処法は、絞りの望ましい性質が予め判断された後で簡単で迅速な方式のターゲッ
トが定められた製造が可能になるという利点を有する。
【０１４９】
　マスク検査顕微鏡に使用するための絞りを生成する方法の更に別の構成では、絞りを用
いずに瞳平面内の投影光の強度分布を測定する段階と、測定された強度分布の不均一性を
補償するために所定の強度値の必要な補正を計算する段階と、所定の強度値を補正する段
階とが実施される。
【０１５０】
　この対処法は、存在する可能性がある瞳平面の照明のいずれかの不均一性を更に別の絞
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り又は瞳フィルタを必要とせずに補償することを可能にする。補正された強度値は、絞り
上に配置される光透過ピクセル及び光不透過ピクセルの位置及びサイズに変換され、次に
、絞りが生成される。
【０１５１】
　可変透過率を有する他の上述の絞りの製造中に瞳平面の照明の不均一性を考慮すること
ができる。
【０１５２】
　本発明の上述の特徴及びまだ説明していない以下のものは、説明する組合せだけではな
く、更に別の組合せで又は個々に本発明の範囲から逸脱することなく使用することができ
ることは言うまでもない。
【０１５３】
　下記では、一部の代表的な例示的実施形態に基づいて、図面を参照して本発明をより詳
細に説明かつ解説する。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明によるマスク検査顕微鏡の照明ビーム経路の断面を通る縦断面図である。
【図１ａ】本発明によるマスク検査顕微鏡の照明ビーム経路の断面を通る縦断面図である
。
【図２】本発明によるマスク検査顕微鏡の２つの照明ビーム経路の断面を通る縦断面図で
ある。
【図３】本発明によるマスク検査顕微鏡の照明ビーム経路及び結像ビーム経路の断面を通
る縦断面図である。
【図３ａ】ＥＵＶ範囲の投影光で作動する本発明によるマスク検査顕微鏡の概略図である
。
【図４】異なる絞り板の平面図である。
【図５】絞り板を固定するための高速作動圧着デバイスの図である。
【図６】絞りのピクセルの詳細図である。
【図７】絞りの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０１５５】
　第１の例示的な実施形態によるマスク検査顕微鏡は、図１に例示しているように、１９
３ｎｍの波長を有する投影光を放出するエキシマレーザである光源５を含む。光軸１に沿
って、瞳平面内の投影光の強度分布を均一化し、この光を偏光解消するためのホモジナイ
ザーが続く。次に、駆動体２０を用いて照明ビーム経路３内に導入するか又はそこから移
動して出ることができるシャッター１５が続く。シャッターは、放射線不透過スチールシ
ートから構成される。次に、光軸１に沿って、照明強度を変更するための減衰器２５が続
く。この減衰器は、駆動体３０を用いて連続的に変更可能な方式で照明ビーム経路３内に
移動して入ることができる。減衰器２５は、クロムで被覆された石英ガラスから構成され
る板を含む。クロム層の厚みは、移動方向に沿って増大する。従って、放射線は、減衰器
２５が照明ビーム経路３内に導入される程度が大きい程、大きい程度で減衰する。減衰器
２５には、同じ効果を有する誘電体層を設けることができる。
【０１５６】
　次に、照明ビーム経路３の瞳平面に配置された絞り板４５が続く。その制御は、絞り５
１を正確に位置決めすることを可能にする駆動体５０を用いて達成される。
【０１５７】
　絞り５１の設定された絞りは、図３に例示しているコンデンサー１３０の結果的瞳平面
１３５上に作動駆動体７０を有するズームレンズ５５を用いて望ましいサイズで結像され
る。結像スケールを３倍だけ変更することができる。絞り板を図４に例示しており、投影
光不透過領域をハッチング方式で例示している。絞り板４５は、高速作動圧着デバイス２
４０を用いて駆動体５０に交換可能に結合される。高速作動圧着デバイス２４０は、駆動
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体５０の一部である。
【０１５８】
　高速作動圧着デバイス２４０に対しては、図５で詳細に説明する。絞り板４５は、ユー
ザによってハンドル２５０において保持される。この図では、個々の絞りを示していない
。固定ウェブ２６０は、絞り板４５の一部である。このウェブの面２６１、２６２、及び
２６３に対するバネ力が印加されるローラ２６５、２６６、及び２６７が、モータ（詳細
には説明しない）に接続されたホルダ２７０に対して絞り板を圧迫する。絞り板が完全に
固定されると、ローラ２６６は、面２６２上の凹部（例示していない）内に掛止する。
【０１５９】
　第１の例示的な実施形態の照明ビーム経路３の続きを図３に例示している。レチクル１
４５上の照明視野のサイズを判断するための視野遮光器１００が続いている。視野遮光器
１００の下流には、チューブレンズ１０５及び瞳平面１３５を有するコンデンサー１３０
が続く。視野遮光器１００の正方形開口部は、３４０μｍの縁部長さを有する。それによ
ってマスク上に２６μｍの縁部長さを有する像視野がもたらされる。更に別の例示的な実
施形態（図には例示していない）では、いかなる視野遮光器１００も存在しない。
【０１６０】
　投影光を偏光するために、駆動体１１５及び１２５によって照明ビーム経路３内に偏光
子１１０及び１２０を導入することができる。偏光子１１０は投影光を直線偏光し、駆動
体１１５による偏光子１１０の回転によって偏光の方向を設定することができる。照明光
のタンジェンシャル偏光を得るために、偏光子１１０に加えて、分割偏光変換器として具
現化される偏光子１２０が照明ビーム経路３内に導入される。近似的にタンジェンシャル
な偏光がもたらされるように、直線偏光は、偏光子１２０によってセクター毎に回転され
る。偏光子１２０の３つの変形が利用可能である（図３には例示していない）。４個、８
個、又は１２個のセクターへの再分割の間で選択を行うことができる。
【０１６１】
　検査される構造１５０を有するマスク１４５は、ペリクル１５５によって保護される。
マスクは、マスクを望ましい位置に移動するために駆動体１４２によって横に移動される
マスクホルダ１４０上で、検査される位置が照明ビーム経路３内に置かれるように位置す
る。レチクルの像は、対物系１６０により、チューブレンズ１６５、視野遮光器１７０、
拡大光学ユニット１７５を通じてＣＣＤチップ（電荷結合デバイス）である検出器２００
上に結像される。開口数は、駆動体１８２を用いてＮＡ遮光器１８０によって設定される
。
【０１６２】
　照明ビーム経路３の瞳平面を検出器２００上に結像するために、駆動体１９０によって
照明ビーム経路３内にベルトランレンズ１８５が導入される。
【０１６３】
　全ての駆動体２０、３０、５０、６０、７０、８０、１１５、１２５、１４２、１８２
、１９０、１８５、及び検出器２００は、入力及び出力ユニット２１５によってデータ処
理システム２１０に接続される。マスク検査顕微鏡は、このデータ処理システム２１０に
よって制御され、更に、それぞれの像は、検出器２００の読み取りによって記憶され、像
データは、更に処理される。
【０１６４】
　駆動体５０又は７０を用いて絞り板４５又は６５の絞りが照明ビーム経路に導入される
場合には、これらの絞り板は、照明ビーム経路３の光軸１に対してその中心に置かれるべ
きである。この目的のために、絞りの像は、ベルトランレンズ１８５を通じて検出器２０
０上に結像される。この場合、関連の絞り板は、絞りの像が望ましい位置で得られるまで
横に移動される。検出器２００は事前に較正され、すなわち、光軸と検出器の面との交点
は既知である。
【０１６５】
　透過において作動するマスク検査顕微鏡を第１の例示的な実施形態において説明した。
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図面には例示していない更に別の例示的な実施形態では、マスク検査顕微鏡は、反射にお
いて作動する。この場合、レチクル１４５は、構造１５０の側から照明される。従って、
レチクルは、マスクホルダ１４０の厳密に反対側に位置する。構造１５０において反射さ
れた光は、ビームスプリッタによって公知の方式で照明ビーム経路３から分離され、図３
に例示している検出器２００上での結像に至るまで進む。
【０１６６】
　更に別の例示的な実施形態では、マスク検査顕微鏡は、１３．５ｎｍの波長を有するＥ
ＵＶ範囲の投影光で作動される。その構造を図３ａに示している。ＥＵＶ光源２２１から
の光は、コレクター２２２によって集光され、ミラー２２４及び２２６によって精査され
るＥＵＶマスク２２８上に反射される。視野遮光器２３４は、ＥＵＶマスク２２８上の照
明視野のサイズを判断するように機能する。絞り板２３３上に配置された絞り２３２を用
いて、望ましい照明設定が得られる（例えば、絞り板４５、６５上の絞りと同様に）。Ｅ
ＵＶマスクの像は、検出器を読み取り、像データを更に処理するデータ処理システム（例
示していない）に接続した検出器２３７上に結像システム２３０を用いて結像される。
【０１６７】
　第１の例示的な実施形態では、絞り板４５の絞り５１は、石英ガラス上のクロムによっ
て生成される。光透過領域にはクロムはなく、光不透過領域にクロム層が設けられる。ク
ロム層は、完全に光不透過であるような厚みで形成される。結果的瞳平面内の強度分布の
連続変化に対しては、光透過領域、すなわち、クロムなし領域が絞りのクロム被覆領域上
に形成されるか、又はクロム被覆領域がクロムなし領域上に形成される。これらの領域を
ピクセルと呼ぶ。
【０１６８】
　更に別の例示的な実施形態は、絞り５１を有する絞り板４５の空間光変調器としての実
施形態を含む。空間光変調器は、液晶ディスプレイに基づいている。空間光変調器は、絞
り５１として機能する領域内で、光透過状態又は光不透過状態又は反射状態又は非反射状
態を提供することができるピクセルに分割される。正方形ピクセルは、６００*６００ピ
クセルの行列で配置される。特定の照明設定を実施するために、ピクセルは、データ処理
システム２１０を用いて望ましい状態に切り換えることができる。
【０１６９】
　ＥＵＶマスクを精査するためのマスク検査システム２２１（図３ａを参照されたい）で
は、ＥＵＶマスクと同様に構成された反射絞り２３２が使用される。反射領域は、ゼロデ
ュア又はＵＬＥ上のモリブデン－シリコン層から構成される。ＥＵＶ放射線を反射するよ
うに意図しない領域は、吸光剤（例えば、窒化タンタル、窒化クロム、酸化シリコンから
構成される）（吸光剤マスク）で被覆されるか、又はこの領域でモリブデン－シリコン層
が少なくとも部分的に除去されているか（エッチングされた多層マスク）のいずれかであ
る。
【０１７０】
　一例示的実施形態では、ピクセル間の距離は、ゼロ次の回折次数の投影光、すなわち、
非回折光のみが結果的瞳平面に結像されるくらい非常に小さいものであるように選択され
る。その結果、ピクセルは、結果的瞳平面内で解像されない。高い回折次数は視野遮光器
によって除外されるか、又は回折角は、絞りの位置での照明ビーム経路の開口数（（ＮＡ
）の２倍よりも大きい。
【０１７１】
　上述のように、第１の例示的な実施形態によるマスク検査顕微鏡に対して次式が成り立
つ。
エタンデュ＝ＮＡ*ビーム直径
【０１７２】
　照明ビーム経路は、マスク側にＮＡM＝０．３５を有し、マスク上のビーム直径は、ｄm

＝１５０μｍである。絞りの位置でのビーム直径は、ｄB＝２９００μｍである。
【０１７３】
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　絞りの位置でのＮＡBに対して次式が成り立つ。
ＮＡB＝ＮＡM

*ｄm／ｄB＝０．０１８
【０１７４】
　回折角αが絞りの位置でのＮＡＢの２倍よりも大きいか又はそれに等しい場合には、次
式が成り立つ。
ｓｉｎα＝λ／ｐ≧２ＮＡB

ｐ≦λ／（２ＮＡB）
【０１７５】
　１９３ｎｍの投影光の場合には、ｐ≦５．５μｍが成り立つ。
【０１７６】
　２６μｍの縁部長さ（マスク上の像視野の）を有する正方形視野遮光器１００の場合に
は、ピクセル間の最大値距離はｐ＝３１μｍという結果をもたらす。
【０１７７】
　一例示的実施形態では、ピクセルは、可変のサイズを有し、ｐ＝４．８μｍの一定距離
を有する。正方形の方式に具現化されるピクセルは、正方形ラスタで配置される。そのよ
うなピクセル化された絞りからの抜粋５６を図６に表す。ピクセル又はピクセルのラスタ
の間の距離をｐで表し、ピクセルの長さをＬで表す。ラスタを示すために、線、例えば、
６１及び６２を示しており、これらの線は実際の絞り上には存在しない。参照符号５７で
表す領域のような結果的瞳平面内で１００％の強度を有する領域５７は、クロムが全く存
在しない。強度０を有する領域５８は、クロムで完全に被覆される。更に、階調化された
強度を有する領域は、空き区域６７上のクロム（ハッチング方式で例示している）内のピ
クセル６６として具現化されるか、又はピクセルがクロム区域６９内のクロムなし区域６
８として具現化されるかのいずれかである。正方形ピクセルは、各場合にそれぞれのラス
タの中心に配置される。
【０１７８】
　空き区域上のクロムピクセルは、領域の全面積の５０％未満を覆うクロムを有する領域
に使用される。クロム区域上のクロムなしピクセルは、５０％超を覆うクロムを有する領
域に使用される。クロムなしピクセルでは、より簡潔な表記の理由から、Ｌが負の値を取
ることを定め、この場合、絶対値は、ピクセルの縁部長さに対応する。
【０１７９】
　更に別の例示的な実施形態では、高い精度を有するマスクライタを使用するマスクの製
造中に、空き区域上のクロムピクセル又はクロム区域上のクロムなしピクセルのいずれか
だけが使用される。
【０１８０】
　較正絞りは、同じ縁部長さＬを有する複数の正方形ピクセルを有する領域を有する。０
μｍから４．８μｍの異なるＬの値において、例えば、２０個の領域が形成される。正規
化の目的で、較正絞り上にはクロムで完全に覆われる領域及び完全にクロムがない領域も
形成される。
【０１８１】
　較正を実施するために、較正絞りがマスク検査顕微鏡内に挿入され、ベルトランレンズ
１８５がビーム経路に導入される。次に、較正絞りの異なる領域における強度が検出器２
００を用いて記録される。すなわち、結果的強度とそれぞれの領域の間の関係が識別され
る。正規化の目的で、クロムのない絞り領域に１００％の強度が割り当てられ、完全にク
ロムで覆われる絞り領域に０％の強度が割り当てられる。
【０１８２】
　ゼロ次の回折次数の投影光のみを結果的瞳平面に結像する、正方形ピクセルを有する絞
りでは、結果的強度（Ｉres）が、空き面積（Ｆfr）と全面積（Ｆg）の比の二乗に良い近
似で比例するという意外な関係が見出されている。
Ｉres～（Ｆfr／Ｆg）

2

【０１８３】
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　この例示的な実施形態における長さｐを有する正方形ラスタ及び縁部長さＬを有する正
方形ピクセルを有する絞りでは、空き区域上のクロムピクセルに対して次式が成り立つ。
Ｉres～（１－（Ｌ／ｐ）2）2

【０１８４】
　クロムで覆われた区域上のクロムなしピクセルに対しては次式が成り立つ。
Ｉres～（Ｌ／ｐ）4

【０１８５】
　絞りの簡略化した例を図７に示している。この図では、個別のピクセルを大幅に拡大し
て例示しており、１９*１９ピクセルの行列のみを例示している。この絞りは、低シグマ
の環状とクエーサーとの組合せという特殊な照明設定に役立ち、クエーサーのそれぞれの
反対極は同じ強度を有するが、２つ対は異なる強度を有する。実際の絞りは、数百ピクセ
ル、例えば、５５３*５５３又は６０８*６０８ピクセルの縁部長さを有するピクセルから
構成される行列によって表される。円形絞りの直径は行列の縁部長さに対応し、円の外側
のピクセルは未使用、すなわち、光不透過のままに保たれる。
【０１８６】
　更に別の例示的な実施形態では、ピクセルは、六角形ラスタで配置された正六角形の形
状を有する。ピクセル間の中点から中点までの距離は、第１の例示的な実施形態の場合と
同様に４．８μｍである。
【０１８７】
　更に別の例示的な実施形態では、ピクセル６８は、確率的な方式で配置される。ピクセ
ルは一定のサイズを有する。ピクセルは、４μｍの縁部長さを有する正方形として具現化
される。ピクセル間の距離は可変である。この距離は、例えば、３８μｍと非常に大きく
もなるので、少なくとも２つの回折次数の干渉の結果として、ピクセルは結果的瞳平面に
部分的に結像される。この結像を図８に略示している。この図では、ハッチング方式で例
示しているクロム層６９内の個別のクロムなしピクセル６８を大幅に拡大して、正確な縮
尺のものではないものとして例示している。この図は、外向きに強度が低下するラジアル
照明を内側区域内に有し、平均強度を得るために２つの筋向かいに配置された極を有する
結果的強度分布に対する絞り６７を示している。
【０１８８】
　一例示的実施形態では、結果的強度分布上の望ましい最小解像度は、構造特徴部当たり
１又は３ピクセルである。絞り上のピクセルの解像度は２倍高い、すなわち、最小構造特
徴部当たり２又は６ピクセルである。更に別の例示的な実施形態では、結果的強度分布の
最小解像度は、構造特徴部当たり６ピクセルである。絞り上のピクセルの解像度は２倍高
い、すなわち、最小構造特徴部当たり１２ピクセルである。更に別の例示的な実施形態で
は、結果的強度分布の最小解像度は、構造特徴部当たり１２ピクセルである。絞り上のピ
クセルの解像度は１０倍又は２０倍高い、すなわち、最小構造特徴部当たり１２０又は２
４０ピクセルである。絞り内で解像度を変更することができる。
【０１８９】
　絞りを生成する段階では、結果的強度分布を変換するために、最初にピクセルの形状及
び配列、並びにピクセル間の距離が選択される。次に、サイズ及び距離というパラメータ
のうちのいずれをどの範囲で変更するかに関して判断が行われる。すなわち、例えば、正
方形ラスタで配置されたｐ＝４．８μｍの固定距離を有する正方形ピクセルの場合には、
ピクセルの縁部長さＬが、０μｍから４．８μｍまでの範囲で変更されることが予め判断
される。次に、上述の較正によって判断されたピクセルサイズと密度の間の依存性から、
絞り上に形成されるピクセルの配列及びサイズが望ましい結果的強度分布を基づいて判断
される。
【０１９０】
　絞りの製造中には、瞳平面の強度分布の不均一性を考慮して補正することができる。
【０１９１】
　その実施において、絞りの全ては、瞳平面から除去されるか、又は構造化されていない
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マスク（マスクブランク）が瞳平面に導入される。ベルトランレンズ１８５がビーム経路
に導入される。次に、瞳における強度が、検出器２００を用いて記録される。不均一性を
補正するために、絞りは、最小強度値を超える全ての強度値を最小値に低減すべきである
。付加的な絞りの代わりに、この機能は、生成される絞りによって達成される。生成され
る絞りによって得ることが意図された結果的強度分布は、この目的で、測定された不均一
性が補償されるように補正される。
【０１９２】
　石英ガラスのクロム被覆板が、絞りを生成するための土台として利用される。先に判断
された構造が、リソグラフィにおいてマスクを製造するための公知の方法に従ってこの板
の上に形成される。
【０１９３】
　更に別の例示的な実施形態では、結果的瞳平面内の強度分布を変更するために、絞りの
透過率が変更される。この目的のために、絞りは、投影光を少なくとも部分的に吸収又は
散乱する可変の厚みを有する材料で被覆される。層厚は可変であり、層が肉厚である程、
透過率は低下し、結果的強度が低下する。結果的強度と層厚の間の関係は、較正によって
判断される（上述の例示的な実施形態と同様に）。コーティングは、酸化チタン、酸化タ
ンタル、酸化ハフニウム、クロム、アルミニウム、金、又は銀を用いて達成される。
【０１９４】
　更に別の例示的な実施形態では、透過率を変更するために、絞りは、誘電体反射層を用
いて被覆される。
【０１９５】
　高屈折率を有する材料、例えば、酸化チタンの層、及び次に低屈折率を有する材料、例
えば、フッ化マグネシウムの層から構成される層対が絞り板に付加される。層の厚みは、
層内の投影光の波長の４分の１に対応することができる。この場合、層厚はλ／（４ｎs

）であり、この場合λは、空気中の投影光の波長であり、ｎsは、層の材料の屈折率であ
る。
【０１９６】
　透過率は、層対の数により、又は層厚の変化によって設定される。
【０１９７】
　結果的強度と層対の数又は層厚の間の関係は、較正によって判断される（上述の例示的
な実施形態と同様に）。コーティングは、フッ化マンガン、フッ化マグネシウム、フッ化
ランタン、フッ化アルミニウム、及び／又は酸化アルミニウムの異なる組合せを用いて達
成される。
【０１９８】
　マスク検査顕微鏡の更に別の構成では、複数の絞りが互いに連続して組み合わされる。
図１に例示している照明ビーム経路は、図１ａに例示しているように延長される。絞り板
４５は、半径判断絞り４７を有する。半径判断絞り４７の設定された絞りは、更に別の絞
り板６５の角度判断絞り５２上に、作動駆動体７０を有するズームレンズ５５を用いて望
ましいサイズで結像され、この更に別の絞り板は、同様に照明ビーム経路３の瞳平面に配
置される。結像スケールは、３倍だけ変更することができる。これらの絞り板を図４に例
示しており、投影光不透過領域をハッチング方式で例示している。角度判断絞り６７の望
ましい絞りを照明ビーム経路３内に導入するために、絞り板６５は、駆動体７０によって
横に移動される。絞り板４５、６５は、高速作動圧着デバイス２４０を用いて駆動体５０
、７０に交換可能に接続される。高速作動圧着デバイス２４０は、駆動体５０の一部であ
る。
【０１９９】
　駆動体８０を有する更に別のズームレンズ７５を用いて、第１の例示的な実施形態の場
合と同様に、絞り板６５の瞳平面は、図３に例示しているコンデンサー１３０の結果的瞳
平面１３５上に結像される。
【０２００】
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　第１の絞り板４５及び更に別の絞り板６５の実施例を図４に示している。絞り板４５は
、とりわけ、照明設定内での内側及び外側コヒーレンス又はその比を変更するために、異
なる幅のリングを有するリング形絞り４７を含む。更に別の絞り板６５は、とりわけ、角
度判断絞り５２を含む。角度判断絞り５２は、例えば、交替する透過セクターと光不透過
セクターとを含む。例示的に、ダイサーにおいて互いに反対に位置する２つの光不透過セ
クター及び互いに反対に位置する２つの光透過セクターが設けられ、クエーサーにおいて
各々が４つのセクターを有する絞りが設けられる。セクターの開口角は変更することがで
きる。
【０２０１】
　両方の絞り板４５、６５は、もはや絞りとして機能しない大きい開口４４を有する。こ
の開口４４は、絞り板４５、６５の一方の絞りのみを利用することが意図される場合に有
利である。
【０２０２】
　照明ビーム経路３の続きは、第１の例示的な実施形態のものに対応する。
【０２０３】
　本発明の更に別の構成では、照明ビーム経路３は、図２に例示しているように、偏光非
依存ビームスプリッタ８５を用いて第１の照明ビーム経路８７と第２の照明ビーム経路８
８とに分割される。照明ビーム経路８７と８８とは、更に別の偏光非依存ビームスプリッ
タ９５を用いて再度組み合わされて照明ビーム経路３が形成される。ミラー９０及び９１
は、投影光を必要な方向に向ける。ビーム遮断器９６は、ビームスプリッタ９５からの投
影光の利用不能部分を吸収する。
【０２０４】
　第１の照明ビーム経路８７は、第１の例示的な実施形態の照明ビーム経路３と同様に構
成される。対応する区画内の同じ要素は同じ参照符号を有する。第１の照明ビーム経路８
７は、シャッター１５、減衰器２５、第１の絞り板４５、ズームレンズ５５、更に別の絞
り板６５、及びズームレンズ７５を含む。更に、投影光が、偏光非依存ビームスプリッタ
９５上にもたらされるように偏向ミラー９０が配置される。
【０２０５】
　第２の照明ビーム経路８７も、第１の例示的な実施形態の照明ビーム経路３と同様に構
成される。対応する区画内の同一要素は、同じ参照符号に「ａ」を加えたものを有する。
第２の照明ビーム経路８７は、シャッター１５ａ、減衰器２５ａ、第１の絞り板４５ａ、
ズームレンズ５５ａ、更に別の絞り板６５ａ、及びズームレンズ７５ａ、並びにそれぞれ
の駆動体２０、３０、５０、７０、８０、２０ａ、３０ａ、５０ａ、７０ａ、８０ａを含
む。
【０２０６】
　第１の例示的な実施形態で上述したように、ズームレンズは、固定結像スケールを有す
るレンズによって置換することができる。
【０２０７】
　必要に応じて、ビームスプリッタ８５及び９５における投影光の反射の結果として生じ
る投影光の望ましくない偏光を除去するために、２つの照明ビーム経路８７、８８の各々
のうちの偏光非依存ビームスプリッタ８５と９５の間にλ／２板３５／３５ａが導入され
る。
【０２０８】
　更に別の例示的な実施形態では、Ｘ／Ｙ偏光ビームスプリッタ８５及び９５がターゲッ
ト方式で使用され、この場合、λ／２板３５／３５ａは不要である。それによってビーム
スプリッタ８５は、照明ビーム経路８７内にＸ偏光光を供給し、照明ビーム経路８８内に
Ｙ偏光光を供給する（又はその逆も可能である）。次に、照明ビーム経路は、相応に向け
られたＸ／Ｙ偏光ビームスプリッタ９５によって事実上損失のない方式で再度組み合わさ
れ、それぞれの偏光は維持される。この場合、ビーム遮断器９６は不要である。
【０２０９】
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　照明ビーム経路３の更に別の進路は、図３に例示している第１の例示的な実施形態で説
明したものと同じである。
【０２１０】
　第１の例示的な実施形態の場合と同様に、全ての駆動体２０、３０、５０、６０、７０
、８０、２０ａ、３０ａ、５０ａ、６０ａ、７０ａ、８０ａ、１１５、１２５、１４２、
１８２、１９０、１８５、及び検出器２００は、入力及び出力ユニット２１５を有するデ
ータ処理システム２１０に接続される。
【０２１１】
　更に別の例示的な実施形態（例示していない）では、駆動体１１５及び１２５を有する
投影光の直線偏光及びそれぞれタンジェンシャル偏光のための２つの偏光子１１０及び１
２０が、各照明ビーム経路８７、８８に配置される。この場合、照明ビーム経路８７、８
８を組み合わせるために、ビームスプリッタ９５が、これらの偏光子１１０、１２０の下
流に配置される。
【０２１２】
　全ての絞り板４５、４５ａ、６５、６５ａがもはや絞りとして機能しない大きい開口４
４を有するこの開口４４は、対応する絞り板を利用することが意図されない場合に、この
絞り板を取り外さなくてもよいことから有利である。すなわち、複数の絞りから専ら精巧
な方式で組み立てることができる照明設定のための特定の絞り、例えば、４８、４９が設
けられる。
【０２１３】
　第１の照明ビーム経路８７の絞り板４５、６５は、第１の例示的な実施形態のものと同
じとすることができる。すなわち、得られる照明設定は、次に、第２の照明ビーム経路８
８の絞り板４５ａ、６５ａの絞りによって更に変更することができる。
【０２１４】
　互いに対して９０°だけ光軸１の回りに回転されたダイサーが、２つの照明ビーム経路
８７、８８内に第１の例示的な実施形態で上述したように設定された場合には、瞳平面の
結果的強度分布は、クエーサーである。並列の絞り板４５及び４５ａ上で互いに対して９
０°だけ光軸１の回りに回転された二重極５４及び５４ａを用いて四重極を設定すること
ができる。この場合、クエーサー又は四重極の反対極の強度は、減衰器２５、２５ａによ
って設定することができる。
【０２１５】
　第１の例示的な実施形態で上述したように、第１の照明ビーム経路８７内にクエーサー
が設定された場合には、中心領域は、更に、例えば、第２の照明ビーム経路８８を用いて
円形に照明することができる。
【０２１６】
　第１の照明ビーム経路８７におけるものと同じ形状であるが、異なる範囲を有する照明
設定が、第２の照明ビーム経路８８内に設定された場合には、瞳平面の結果的強度分布の
勾配を低減することができる。この目的のために、相応に異なる範囲を有する絞りが、並
列に使用される絞り板４５上と４５ａ上に、更に、それぞれ６５上と６５ａ上に設けられ
る。すなわち、一例として２つの四重極４６、４６ａが、絞り板４５上と４５ａ上とに設
けられる。極の中点の位置は同じであり、極の直径が若干異なる。結果的強度分布は、一
方の絞りだけによって覆われる極の縁部領域よりも２つの絞りの重ね合わせ領域内で高い
強度をもたらす。重ね合わされた四重極の強度分布は、減衰器２５、２５ａによって変更
することができる。
【０２１７】
　照明ビーム経路８７、８８は、シャッター１５、１５ａによって完全に遮蔽することが
できる。
【０２１８】
　それはまた、照明ビーム経路８７、８８の一方からの絞りを調節し、それぞれの他方の
経路をシャッター１５、１５ａの一方によって遮蔽することができる場合でもある。
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【０２１９】
　図面には例示していない更に別の例示的な実施形態では、２つの絞り板（４５，６５）
は瞳平面に配置される。絞り板は互いに対して移動可能であり、従って、駆動体によって
照明ビーム経路と垂直にかつ互いに対して移動することができる。その結果、絞り板（４
５，６５）上に配置された個々の絞りを照明ビーム経路に対応する駆動体を用いていずれ
かの望ましい組合せで導入することができる。絞り板（４５，６５）の構成及びそれに関
する組合せの可能性は、第１の例示的な実施形態のものに対応する。
【０２２０】
　絞り板がマスク検査顕微鏡内に挿入されると、照明ビーム経路３、８７、８８内の絞り
板４５、４５ａ、６５、６５ａの位置が、データ処理システム２１０に記憶される。
【０２２１】
　絞り板４５及び４５ａ、並びにそれぞれ６５及び６５ａの各々は、機械可読マーク７１
ａ、７１ｂ、７１ｃ、及び７１ｄを有する。これらのマークは、テキスト又はバーコード
として具現化される。これらのマークは、最初にベルトランレンズ１８５を通じて検出器
２００上に結像される。これらのマークの位置は、データ処理システム２１０内で予め決
められる。マークは、データ処理システム２１０によって判断される。文字認識（ＯＣＲ
）又はバーコードの判断により、マークから上述の絞り板４５、４５ａ、６５、６５ａの
絞りの位置及び性質に関する情報を有するデータ記録の名称が識別され、割り当てられる
。次に、絞り板４５及び４５ａ、並びにそれぞれ６５及び６５ａの各々に対して、データ
記録が読み込まれる。
【０２２２】
　絞りの位置は、各データ記録内で、絞り板４５、６５、４５ａ、６５ａ上の基準点を起
点とする個々の絞りの中点の座標を判断することによって定められる。更に、絞りの外側
及び内側コヒーレンス度、開口角、又は極の位置及び直径が識別される。各絞りの完全な
形状、結果的強度分布、及びグラフィック表現も与えられる。
【０２２３】
　データ処理システム２１０を用いて、絞り板４５、４５ａ、６５、６５ａの絞りをター
ゲット方式で選択することができ、それぞれの絞り板４５、６５、４５ａの移動によって
照明ビーム経路３、８７、８８内に導入することができる。いずれかの望ましい絞り組合
せを選択することができ、上述の手法で設定することができる。ズームレンズ５５、７５
、並びに適切な場合は５５ａ及び７５ａの結像スケール、更にまた、偏光子１１０及び１
２０、並びに減衰器２５、２５ａの位置もデータ処理システム２１０を用いて設定される
。
【０２２４】
　次に、異なる絞りの組合せからもたらされる照明設定が、データ処理システム２１０に
よって判断される。絞り板４５、６５、４５ａが直列又は並列のいずれで組み合わされる
かということは、マスク検査顕微鏡内への絞り板の挿入時に予め決められた位置によって
判断される。結果的強度分布はグラフィック的に表され、その特性、例えば、内側及び外
側コヒーレンスに関する上述のパラメータが識別される。個々の絞りの寄与は、異なる色
で表される。結像スケール候補は、ズームレンズ５５、７５、及び適切な場合は５５ａ及
び７５ａを用いてユーザが事前に判断することができる。この場合、結像スケールの所定
の最大設定と最小設定の組合せが表されるか、又は固定結像スケールをユーザが事前に判
断することができる。
【０２２５】
　次に、ユーザは、入力及び出力ユニット２１５によって照明設定候補のうちから１つを
選択することができる。更に、ユーザは、入力及び出力ユニット２１５によって偏光子及
び減衰器の望ましい設定を入力する。次に、シャッター１５、１５ａ、減衰器２５、２５
ａ、絞り板４５、６５、４５ａ、及び偏光子１１０、１２０が、望ましい照明設定がもた
らされるような方法でデータ処理システム２１５によって駆動体２０、３０、５０、７０
、８０、２０ａ、３０ａ、５０ａ、７０ａ、８０ａ、１１５を通じて設定される。
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【符号の説明】
【０２２６】
５　光源
８７，８８　照明ビーム経路
３５、３５ａ　λ／２板
８５　ビームスプリッタ
２１０　データ処理システム
２１５　入力及び出力ユニット

【図１】

【図１ａ】

【図２】
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